
浄
化
槽
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

市
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
す
べ

て
の
浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理

さ
れ
る
よ
う
、（
社
）静

岡
県
浄
化
槽
協
会
の
協

力
の
も
と
、
浄
化
槽
パ

ト
ロ
ー
ル
を
10
月
上
旬

か
ら
中
旬
に
か
け
て
実

施
し
ま
す
。

市
は
、
浄
化
槽
に
対
し
て
2
つ
の
補
助
金

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

①
浄
化
槽
設
置
費
補
助
金

補
助
対
象
区
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に
合
併
処
理
浄
化
槽
を
新

た
に
設
置
す
る
（
く
み
取
り
便
槽
・
み
な
し

浄
化
槽
か
ら
の
転
換
も
可
）
専
用
住
宅
ま
た

は
、
居
住
を
主
な
目
的
と
し
た
併
用
住
宅
に

補
助
し
ま
す
。
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）
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る
専
用
住
宅
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た
は
、

居
住
を
主
な
目
的
と
し
た
併
用
住
宅
に
補
助

し
ま
す
。

※
補
助
対
象
区
域
に
関
す
る
こ
と
や
補
助
金

額
に
つ
い
て
は
、
下
水
道
総
務
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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浄
化
槽
は
、
微
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検
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浄
化
槽
法
が
全
面
施
行
さ
れ
た
日（
昭
和
60
年
10
月
1
日
）を
記
念
し
て
、
毎
年
10
月

1
日
は
「
浄
化
槽
の
日
」
と
し
て
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
浄
化
槽
の
普
及
促
進
と
浄
化

槽
法
の
周
知
を
通
じ
て
、
生
活
環
境
の
保
全
と
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
9
月
24
日
「
清
掃
の
日
」
か
ら
10
月
1
日
「
浄
化
槽
の
日
」
ま
で
は
環
境

衛
生
週
間
で
す
。
こ
の
機
会
に
、
快
適
な
生
活
環
境
の
た
め
に
必
要
な
浄
化
槽
に
つ

い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
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